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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 

1. 2016 年インド財政法における税制改正

案の主な修正点 

2016 年インド財政法案が 2016 年 2 月 29 日に議

会に提出されたことは、「インド 2016 年度予算案の

概要」（Global Tax Update 2016 年 3 月号）でお伝

えしたとおりであるが、今般、本法案が議会で可決

され、大統領からの認可を得た後、法制化された。

なお、本財政法案は 2 月の議会提出後に修正され

ており、その中には税制改正案への修正も含まれ

ていた。 

主な修正点は以下のとおりである 1。 

 キャピタルゲイン課税の算定上、非上場株式が

「長期資本資産」に区分されるための最低保有

期間が 36 カ月から 24 カ月に短縮された 

 2016 年 3 月 1 日以降に設立登記された、物品

の製造または生産を行うインド内国法人への適

用税率の 25％への引下げについて、軽減税率

の適用を受けるには、適用を選択したことを所

得税申告書の提出期限日より前に申告しなけ

ればならないことが追加された。適用の選択は

設立年に行わなければならず、いったん行った

選択をそれ以降変更することはできない。また、

研究開発を行う新設法人も軽減税率適用を受

けられることも規定された 

                                                   
1 すべての修正内容については 2016 年財政法案を参照のこと。 

 適格事業を行う「適格新設企業（eligible Start-
up）」については、設立から 5 課税年度の間の

いずれかの連続した 3 課税年度、税額を全額

免除することが提案されていたが、修正案で

は、「適格新設企業（eligible Start-up）」の定義

に、2016 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日

の間に登録された有限責任事業組合（Limited 
Liability Partnership（LLP））も含まれること

が規定された 

 インドで開発かつ登録された特許の使用料への

10％の軽減税率適用については、納税者が適

用を受ける旨を、所得税申告書提出期限より前

に所定の書式で申告する必要があることが明確

化された。また、軽減税率適用を受けることを選

択した課税年度から 5 課税年度以内に不適用

に変更した納税者は、不適用に変更した年から

5 課税年度の間は軽減税率適用に再変更でき

ないとする規定も追記された。さらに、軽減税率

の適用を受けるには、特許に係る費用の 75％
以上をインド国内の納税者が負担していなけれ

ばならないという要件も追加された 
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2. 直接税中央委員会 2：非上場有価証券

の譲渡から生ずる所得を「キャピタル

ゲイン」として取り扱うよう調査官に

指示 3 

証券および株式（以下「有価証券」）の売却から生じ

る所得を「キャピタルゲイン」または「事業所得」のい

ずれかに区分するかをめぐって訴訟が起こることは

少なくない。これまで裁判所では、投資資産としての

有価証券（つまり資本資産）と事業資産としての有

価証券（つまり事業資産）を区別する基準について

様々な判断を下してきており、CBDT もそれらの原

則をまとめた指示 4を出している。 

税務上の取扱いの整合性を図りつつ、紛争や訴訟

を削減するため、今般 CBDT は、調査官が問題を

検証し、適切な判断を下す必要がある以下のような

場合を除き、非上場有価証券の売却から生ずる所

得を、保有期間にかかわらず、「事業所得」ではなく

「キャピタルゲイン」として取り扱うよう調査官に指示

した。 

 非上場有価証券取引の真正性自体に疑義があ

る 

 非上場有価証券の譲渡が法人格否認の法理に

関する問題を有している 

 非上場有価証券の譲渡と共に事業の支配権・

経営権も移管され、調査官は状況について適切

な判断を下す必要がある 

3. インド・モーリシャス租税条約：両政府が

条約改正議定書に署名 

2016 年 5 月 10 日、インド政府およびモーリシャス

政府はインド・モーリシャス租税条約を改正する議

定書に署名した。 

キャピタルゲイン条項の改正を含む、条約改正の主

要ポイントは次のとおりである。 

 これまで、一方の締約国（例：インド）の居住企

業が発行する株式が譲渡された場合、当該一

方の締約国（例：インド）は、譲渡者が居住者で

ある場合にしか譲渡収益に課税できなかったが

（居住地国課税）、改正後は、2017 年 4 月 1 日

                                                   
2 直接税中央委員会 （Central Board of Direct Taxes：以下「CBDT」） 
3 2016 年 5 月 2 日付の指示 
4 Instruction No. 1827（1989 年 8 月 31 付）および Circular No. 4 of 2007（2007 年 6 月 15 日付） 

以降に取得した株式の譲渡から生ずる収益に

対して、譲渡者の居住地国にかかわらず、課税

できるようになる（源泉地国課税）。ただし、2017
年 4 月 1 日より前に取得した株式には改正前

の規定が適用される  

 2017 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで

の期間に発生したキャピタルゲインには経過措

置が適用され、特典制限（Limitation of 
Benefits（LOB））条項（第 27A 条）の要件を満

たした場合に限り、譲渡株式を発行する企業の

居住国の国内税率の 50％で課税される。移行

期間後は国内税率がそのまま課される 

日本企業は以下について留意する必要がある。 

 本改正はシンガポールを経由してインドに投資

している日本企業に影響を及ぼすことになる。こ

れは、インド・シンガポール租税条約に定められ

ている、株式譲渡から生ずるキャピタルゲインに

係る居住地国課税の特典（以下「キャピタルゲイ

ン特典」）は、同様の特典がインド・モーリシャス

租税条約に定められていることを前提としてい

るからである。したがって、インド・モーリシャス

租税条約のキャピタルゲイン特典が廃止される

ということはインド・シンガポール租税条約に定

める特典も受けられなくなることを意味する。た

だし、この問題を回避するため、インドは、イン

ド・モーリシャス租税条約の改正を踏まえて、シ

ンガポールとインド・シンガポール租税条約につ

いて交渉を開始するものと考えられている 
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